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2１．空き家の現状

全国ペースを上回って、空き家
が増加しています。

少⼦⾼齢化や核家族化などの進
展、過疎化などを背景として、空
き家が増加しています。
また、その空き家等の放置に

よって近隣の⽅々が不安を感じた
り迷惑を受ける事例が増えてきて
います。

Ｓ63年 Ｈ5年 Ｈ10年 Ｈ15年 Ｈ20年 Ｈ25年 Ｈ30年

益田市空家数 3,060 3,560 3,640

益⽥市 14.1% 15.6% 16.2%

島根県 7.8% 8.9% 10.1% 11.1% 14.9% 14.7% 15.2%

全国 9.4% 9.8% 11.5% 12.2% 13.1% 13.5% 13.6%
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3２－１．益⽥市空家等実態調査結果

76.1%

(1,053戸)

10.4%

(144件)

7.5% (104件)

2.4% (33件)

3.6% (50件)

空家の危険度評価

A 倒壊の危険性はない

B いずれは倒壊につながる恐れがある

C そのまま放置すれば、 倒壊の危険が高まる

D 倒壊の危険性がある

判定不能 敷地内雑草繁茂により 建物確認不可

平成29年度実施
益⽥市全域の空家の件数や分布状況、⽼朽危険度等の実態を把握

・空家と判定された建物 1,384件
・空家率 8.8％

・「倒壊の危険性がある」と判定され
た建物 2％（33件）

・⼭間部だけではなく市街地周辺にも
空家が多くなっている。

※空家率＝空家数 /（空家数＋⼾建住宅の世帯数
（2015(平成27)年国勢調査））として算出



4２－２．益⽥市空家等実態調査結果
⼩地域別の空家率

中⼼部拡⼤図



5
３－１．現状・取り組み等
◆空家の活⽤に関する取り組み
・平成18年度「益⽥市空き家バンク」設⽴
・これまでに205件（再登録17件を含む）が
登録、52.7％が契約成⽴（※平成29年6⽉時点）
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6
３－２．現状・取り組み等
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空家等に関する相談内容

防災（ 建物倒壊の恐れ、 瓦の落下等）

生活環境（ 立木・ 草の繁茂、 動物）

衛生（ ゴミ の放置等） 防犯（ 不審者等）

その他景観

出典： 益田市建築課
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◆ 空家等の関する相談・苦情
・平成25年度から平成29年度の5年間で96件
・「防災」に関すること74.4％
「⽣活環境」に関すること9.8％



空き家バンクに登録できない物件

空家の家財道具等の処分

所有者に連絡がつかない危険空家

危険空家等への緊急措置

7
４．これまでの取組で明らかになった問題点



8５．空家等の課題

（１）空家になる前の対応

（２）問題が深刻化する前の空家への対応

（３）問題が深刻化した後の空家への対応

空家の段階に応じた対応が必要



9６－１．空家対策の基本⽅針・取り組み

基本⽅針①空家の発⽣を抑制する

（１）空家になる前の対応

・建物管理に対する意識の啓発
・住宅の良質化による⻑期居住の推進

原則︓所有者等が⾃らの責任により的確に対応する
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基本⽅針②
適正な管理や除却を進め、⼟地建物の利活⽤につなげる

（２）問題が深刻化する前の空家への対応

・建物管理に対する意識の啓発
・適正管理の推進
・空家の活⽤による定住促進（空き家バンク）

・⽼朽危険空家の除却促進（解体補助）

６－２．空家対策の基本⽅針・取り組み
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（３）問題が深刻化した後の空家への対応

基本⽅針③管理不全な状態を解消する

・特定空家等の認定

・空家法に基づく措置
（指導・助⾔、勧告、命令、⾏政代執⾏）

６－３．空家対策の基本⽅針・取り組み



⾏政だけでなく、専⾨家や⺠間事業
者、⾃治会等とも連携し、地域⼀体と
なって対策に取り組んでいくことが重要
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基本⽅針④地域⼀体となって空家等対策を進める

（４）全体に共通する対応

６－４．空家対策の基本⽅針・取り組み


